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◉電話番号
　♯8000
（プッシュ回線の固定電話、
携帯電話から）

　☎ 022 (212) 9390
（プッシュ回線以外の固定電
話、PHSから）

◉相談時間
　毎日午後７時～翌朝午前８時

休日・夜間診療案内は下記の
番号です（24時間対応）
　☎ 0229 (24) 2267
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◉診療科目　内科、外科、小児科　※原則応急処置まで
診療時間など、詳しくは問い合わせください。
【問い合わせ】石巻市夜間急患センター（石巻赤十字病院敷地内）☎0225（94）5111
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  ◉日曜日：受付時間9:00～16:30
  ◉夜間：小児（６歳以上）の診察を希望す 
　る場合はご連絡ください
  【問い合わせ】登米市民病院
  ☎0220（22）5511
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福
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事
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介
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域
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ア
ル
コ
ー
ル
な
ど
の
問
題
を
抱

え
る
人
の
家
族
が
、病
気
の
治
療

や
回
復
の
過
程
、依
存
症
に
よ
る

問
題
行
動
へ
の
対
応
に
つ
い
て
、

学
び
合
う
た
め
の
教
室
を
開
催
し

ま
す
。

飲
酒
・
薬
物
・
ギ
ャ
ン
ブ

ル
な
ど
に
関
す
る
依
存
症
で
悩
ん

で
い
る
人
の
家
族

１
月
12
日（
水
）午
後
１
時

30
分
〜
３
時

登
米
保
健
所

精
神
保
健
福
祉
士

無
料

※
事
前
に
予
約
が
必
要
で
す

登
米

保
健
所（
母
子
・
障
害
班
）
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２
２
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２
２
）６
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認
知
症
に
つ
い
て
正
し
く
理

解
し
、地
域
や
職
場
で
認
知
症

の
人
や
そ
の
家
族
を
見
守
っ
た

り
、寄
り
添
っ
た
り
、支
え
合
っ

た
り
で
き
る
よ
う
に
応
援
す
る

「
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
」を
養
成

す
る
講
座
を
開
催
し
ま
す
。

１
月
18
日（
火
）午
前
10
時

〜
11
時
30
分

東
和
総
合
支
所

東
和
・
登
米
地
域
包

括
支
援
セ
ン
タ
ー

☎
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２
２
０（
５
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１
月
11
日（
火
）

※
定
員
20
人（
先
着
順
）

■12
月
29
日（
水
）〜
１
月
３
日（
月
）

※
諸
証
明
の
発
行
や
転
入
・
転
出

な
ど
、異
動
の
届
け
出
は
で
き
ま

せ
ん
。出
生
・
死
亡
届
な
ど
の
届
け

出
は
、日
直
が
受
け
付
け
ま
す

各
総
合
支
所
市
民

課（
地
域
振
興
係
）

■12
月
29
日（
水
）〜
１
月
３
日（
月
）

各
市
立
病
院
・
診

療
所

■12
月
31
日（
金
）、１
月
１
日（
土
・

祝
）、２
日（
日
）登

米
市
斎
場
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２
２
０（
２
２
）４
０
４
０

■12
月
31
日（
金
）〜
１
月
３
日（
月
）

環
境
事
業
所
ク

リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
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２
２
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７
６
）０
１
０
２

■12
月
30
日（
木
）〜
１
月
３
日（
月
）

環
境
事
業
所
衛
生

セ
ン
タ
ー
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０
２
２
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５
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）２
２
５
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■１
月
１
日（
土
・
祝
）

※
12
月
29
日（
水
）〜
31
日（
金
）、

１
月
３
日（
月
）は
休
日
ダ
イ
ヤ
で

運
行
し
ま
す

ま
ち
づ
く
り
推
進

部
市
民
協
働
課（
地
域
づ
く
り
推

進
係
）

☎
０
２
２
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２
２
）２
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７
３

■12
月
29
日（
水
）〜
１
月
３
日（
月
）

▼
各
総
合
支
所
市
民
課（
地
域
振

興
係
）

▼
市
立
豊
里
病
院

☎
０
２
２
５（
７
６
）２
０
２
３

■12
月
29
日（
水
）〜
１
月
５
日（
水
）

市
民
プ
ー
ル
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０
２
２
０（
２
２
）５
４
９
２

■12
月
13
日（
月
）〜
１
月
３
日（
月
）

※
薫く

ん

蒸じ
ょ
う

作
業
の
た
め
長
期
休
館

し
ま
す

歴
史
博
物
館

☎
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２
２
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２
１
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４
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市
民
の
安
全
・
安
心
を
願
い
、令

和
４
年
登
米
市
消
防
団
出
初
式
を

開
催
し
ま
す
。

　

式
は
、新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
対
策
と
し
て
、式
典
の
み

実
施
し
ま
す
。入
場
は
関
係
者
に

限
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

１
月
９
日（
日
）午
前
９
時

30
分
〜
10
時
20
分

登
米
祝
祭
劇
場（
大
ホ
ー

ル
）

消
防
本
部
警
防
課

（
消
防
団
係
）

☎
０
２
２
０（
２
２
）１
９
０
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税
申
告
用
に
要
介
護
者
の
障
害

者
控
除
と
、お
む
つ
代
医
療
費
控

除
の
証
明
書
を
発
行
し
ま
す
。

認
定
基
準
日（
令
和
３

年
12
月
31
日
、令
和
３
年
中
に
亡

く
な
っ
た
人
は
死
亡
日
）に
65
歳

以
上
で
、要
介
護
１
〜
５
の
認
定

を
受
け
て
い
る
人

▼
要
介
護
１
〜
３
＝
障
害
者
控
除

▼
要
介
護
４
、５
＝
特
別
障
害
者

控
除

無
料

※
障
害
者
手
帳
な
ど
を
持
っ
て
い

る
場
合
は
、手
帳
の
提
示
で
控
除

が
受
け
ら
れ
ま
す

※
要
介
護
４
、５
で
特
別
障
害
者

控
除
の
対
象
に
な
る
場
合
は
、手

帳
の
等
級
に
よ
っ
て
認
定
書
が
必

要
な
場
合
が
あ
り
ま
す

　

寝
た
き
り
で
お
む
つ
を
使
用
し

て
い
る
場
合
、お
む
つ
代
が
医
療

費
控
除
の
対
象
に
な
り
ま
す
。

お
む
つ
代
の
医
療
費
控

除
適
用
が
２
年
目
以
降
で
、要
介

護
認
定
時
の
主
治
医
意
見
書
に
よ

り
、寝
た
き
り
で
お
む
つ
が
必
要

な
こ
と
を
確
認
で
き
る
人

１
通
３
０
０
円

※
お
む
つ
代
の
医
療
費
控
除
を
初

め
て
受
け
る
場
合（
１
年
目
）は
、

医
師
の
証
明
が
必
要
で
す
。証
明

書
の
様
式
は
、各
総
合
支
所
市
民

課
窓
口
に
あ
り
ま
す

１
月
４
日（
火
）〜
３

月
15
日（
火
）（
土
日
、祝
日
を
除
く

午
前
８
時
30
分
か
ら
午
後
５
時
15

分
ま
で
受
け
付
け
）

▼
各
総
合
支
所
市
民
課（
市
民
係
）

▼
福
祉
事
務
所
長
寿
介
護
課（
認

定
審
査
係
）本

人
ま
た
は
そ
の
親
族

対
象
者
の

介
護
保
険
被
保
険
者
証
、申
請
者

の
本
人
確
認
が
で
き
る
も
の（
運

転
免
許
証
、マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
な
ど
）

福
祉
事
務
所
長
寿

介
護
課（
認
定
審
査
係
）

☎
０
２
２
０（
５
８
）５
５
５
１


